
 

国立大学法人筑波技術大学事業報告書 

 

「国立大学法人筑波技術大学の概略」 

 

１．目標 

   国立大学法人筑波技術大学（以下，筑波技術大学という。）は，聴覚・視覚障害者を対

象とする我が国唯一の高等教育機関として,これからの知識基盤社会に対応するため,個々

の学生の障害特性に配慮した教育を通じて,幅広い教養と専門的,応用的能力をもつ専門職

業人を養成し，両障害者の社会的自立を果たし,自ら障害を持つリーダーとして社会貢献で

きる人材の育成を図るとともに，新しい教育方法の研究と実践を通して国内外の障害者教

育の発展に資することを基本的な目標とする。 

   この基本的な目標を踏まえ，高等教育の内容に関わる各専門分野の研究の推進を図ると

ともに，最新の科学技術を利用して聴覚・視覚の障害を補償する教育方法・システム等を

開発し情報授受のバリアのない教育環境の構築に努める。 

   また，聴覚・視覚障害学生を受け入れている他大学等に対する支援や，世界各国の高等

教育機関との障害者に係る教育研究に関する国際交流活動等を推進する。 

   さらに，東洋医学と西洋医学を統合した教育研究を推進するとともに，特色ある医療活

動を通じて地域医療にも貢献する。 

   筑波技術大学は,これらの目標をより高いレベルで達成していくために,大学院設置を視

野に教育研究の充実を図る。 

 

２．業務 

  上記の基本的な目標を達成するため，（１）教育環境の整備，（２）優れた教員の確保，

（３）学生の学習能力の開発，（４）適切な職域の確保，（５）他大学の障害学生支援・大

学開放の５つの課題を掲げ，障害に配慮した施設・設備の整備，情報ネットワークの整備，

学生支援機器，システムの開発・活用，教材の作成など，教育環境を整備するとともに，授

業に当たっては，少人数教育，学習能力別，コース別のグループ編成による個別指導を実施

し，個々の学生の障害の特性及び学習能力にきめ細かく対応している。 

   また前身の筑波技術短期大学の聴覚・視覚障害者に対する高等教育実績を踏まえ，「聴

覚・視覚障害学生の大学教育に関する相談・支援室」を設置し，聴覚・視覚障害学生を受け

入れている他大学に対し，教育環境の整備，教育方法などに関する情報提供などを行ってい

る。 

  さらに，アメリカ，ロシア，オーストリア，中国，韓国，フィリピン，タイなどにおける

高等教育機関と障害者に係る教育研究の情報交換等，国際交流活動も積極的に展開してい

る。 
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（１）教育環境の充実 

・ 安全で，開放的な雰囲気，触れ合い重視の施設面の整備充実  

・ 常時利用可能な学内 LAN（ネットワーク）と CATV システム  

・ 障害者向けの各種情報保障や充実した学習支援機器  

・ 学内に整備された至便な学生寄宿舎の整備  

 

（２）優れた教員の確保 

  ・ 各種教育支援機器・システムの活用法及び手話・点字等のコミユニケーション技術に

習熟した教員の育成・確保 

 

（３） 学生の学習能力の開発  

・ 学生個人の能力に即した学習の動機づけへの配慮  

・ 障害の特性に応じた指導内容の構成及び指導方法の工夫  

 

（４） 適切な職域の確保 

・ 就職先企業における卒業生の高い評価 

・ 専門性を生かした職域の拡大及び高い就職率  

 

（５） 他大学の障害学生支援・大学開放  

・ 障害者教育用に開発された図書，教材及び教育機器等の公開・提供  

・ 各種公開講座及び講習会の開催 

 

 

 

３．事業所等の所在地 

 産業技術学部＜天久保地区＞ 茨城県つくば市 

 保健科学部＜春日地区＞ 茨城県つくば市 

 

 

４．資本金の状況 

１１,３８８,７０２,０１９円（全額 政府出資） 
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５．役員の状況 

  役員の定数は，国立大学法人法第 10 条により，学長 1名，理事 3名(非常勤 2名含む)，監 

 事 2 名。任期は国立大学法人法第 15 条の規定の定めるところによる。 

 役 職 氏   名 就任年月日 主な経歴 

学長 大沼 直紀 平成 17 年 10 月１日 

～平成 19 年 3 月 31 日 

平成 15 年 4 月筑波技術短期大学長

平成 17 年 10 月筑波技術大学長 

理事 森澤 良水 平成 17 年 10 月１日 

～平成 19 年 3 月 31 日 

平成17年10月筑波技術大学副学長

理事 

（非常勤） 

吉野 公喜 平成 17 年 10 月１日 

～平成 19 年 3 月 31 日 

平成 16 年 1 月高知女子大学長 

平成 16 年 4 月東日本国際大学福祉

環境学部長 

理事 

（非常勤） 

大熊由紀子 平成 17 年 10 月１日 

～平成 19 年 3 月 31 日 

前大阪大学大学院人間科学研究科

人間科学部教授 

監事 

（非常勤） 

菅井 邦明 平成 17 年 10 月１日 

～平成 19 年 9 月 30 日 

平成 16 年 4 月国立大学法人東北大

学理事・副総長 

監事 

（非常勤） 

片桐 弘勝 平成 17 年 10 月１日 

～平成 19 年 9 月 30 日 

公認会計士 

 

 

６．職員の状況（平成 17 年 10 月 1 日現在） 

 教員  ２２２人(うち常勤１１５人、非常勤１０７人) 

 職員    ９６人(うち常勤 ７７人、非常勤 １９人) 
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７．学部等の構成 

 

産業技術学部   

産業情報学科    

総合デザイン学科  

      

保健科学部 

     保健学科     

         鍼灸学専攻    

         理学療法学専攻  

情報システム学科 

附属東西医学統合医療センター 

 

障害者高等教育研究支援センター 

保健管理センター        

附属図書館           

情報処理通信センター      

短期大学部           

 

 

８．学生の状況（平成 17 年 10 月 1 日現在） 

総学生数  ２８６人 

 短期大学部学生  ２８６人 

  

 

９．設立の根拠となる法律名 

国立大学法人法 

 

 

１０．主務大臣 

文部科学大臣 
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１１．沿革 

昭和 51 年 6 月 聴覚障害者教育団体等により｢聴覚障害者のための高等教育機関の設立を 

推進する会｣が結成され,関係方面に対して当該機関の設立推進を要望 

昭和 52 年 5 月 視覚障害者教育団体等により｢視覚障害者のための高等教育機関の設立を 

推進する会｣が結成され,関係方面に対して当該機関の設立推進を要望 

昭和 53 年 9 月 筑波大学に「身体障害者高等教育機関調査会」を設置 

昭和 56 年 4 月 筑波大学に「身体障害者高等教育機関創設準備調査室」を設置 

昭和 58 年 4 月 

昭和 62 年 10 月 

筑波大学に「身体障害者高等教育機関創設準備室」を設置 

国立学校設置法等の一部を改正する法律(昭和 62 年法律第 5号)により, 

筑波技術短期大学を設置,初代学長に三浦功就任 

昭和 63 年 4 月 教育方法開発センターを設置 

平成 2年 4月 第 1回聴覚障害関係学科入学式を挙行 

平成 3年 4月 第 1回視覚障害関係学科入学式を挙行 

平成 3年 4月 附属診療所を設置 

平成 4年 4月 保健管理センターを設置 

平成 5年 3月 第 1回聴覚障害関係学科卒業式を挙行 

平成 5年 4月 第 2代学長に小畑修一就任 

平成 6年 3月 第 1回視覚障害関係学科卒業式を挙行 

平成 8年 4月 情報処理通信センターを設置 

平成 8年 8月 非常勤講師等宿泊施設｢紫峰会館｣竣工披露式を挙行 

平成 11 年 4 月 第 3代学長に西條一止就任 

平成 15 年 4 月 第 4代学長に大沼直紀就任 

平成 16 年 4 月 

 

平成 16 年 6 月 

 

 

平成 16 年 11 月 

 

平成 16 年 12 月 

国立大学法人 筑波技術短期大学に移行, 

「教育方法開発センター」を「障害者高等教育センター」に改組 

平成 17 年度概算要求において,「筑波技術大学（仮称）の設置」の 

概算要求書を文部科学大臣に提出 

文部科学省に「筑波技術大学（仮称）設置計画書」を提出 

文部科学省高等教育局長から,「大学設置・学校法人審議結果，設置を可と 

する。」通知を受けた。 

平成 17 年度政府予算案（筑波技術大学（仮称）の設置を含む）が可決，成立 

平成 17 年 10 月 国立大学法人 筑波技術大学開学 

 

 

 

5 



１２．経営協議会・教育研究評議会 

○ 経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関） 

氏       名   現            職      

安 藤 豊 喜 財団法人 全日本ろうあ連盟理事長 

小 田   豊 独立行政法人国立特殊教育総合研究所理事長 

川 村 恒 明 神奈川県立外語短期大学長 

北 原 保 雄 独立行政法人日本学生支援機構理事長 

笹 川 吉 彦 社会福祉法人日本盲人会連合会長 

品 川 萬 里 日興コーディアル証券株式会社顧問 

関   正 夫 
関彰商事株式会社代表取締会長兼社長 

茨城県社会福祉協議会会長 

古 橋 靖 夫 全国難聴児を持つ親の会副会長 

星 川 安 之 財団法人共用品推進機構専務理事 

大 沼 直 紀 学長 

森 澤 良 水 理事(常勤) 

吉 野 公 喜 理事(非常勤) 

大 熊 由紀子 理事(非常勤) 

村 上 芳 則 産業技術学部長 

一 幡 良 利 保健科学部長 

小 林 庸 浩 障害者高等教育支援センター長 

千 葉 秀 夫 事務局長 
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○ 教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関） 

氏       名   現            職      

大 沼 直 紀 学長 

森 澤 良 水 理事 

吉 野 公 喜 理事(非常勤) 

村 上 芳 則 産業技術学部長 

一 幡 良 利 保健科学部長 

小 林 庸 浩 障害者高等教育研究支援センター長 

青 柳 一 正 保健科学部附属東西医学統合医療センター長 

深間内 文 彦 保健管理センター長 

後 藤   豊 産業技術学部学部長補佐 

坂 本 裕 和 保健科学部学部長補佐 

長 岡 英 司 障害者高等教育研究支援センター副センター長 

渡 部 安 雄 産業情報学科長 

田 中 哲 男 産業情報学科副学科長 

平 根 孝 光 総合デザイン学科長 

形 井 秀 一 保健学科長・鍼灸学専攻長 

小 野   束   理学療法学専攻長 

宮 川 正 弘 情報システム学科長 

小 林 正 幸 障害者高等教育研究支援センター障害者支援研究部長 

黒 川 哲 宇 障害者高等教育研究支援センター障害者基礎教育研究部長 
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「事業の実施状況」 

Ⅰ．大学の教育研究との質の向上 

  １．教育に関する実施状況 

（１）教育の成果に関する実施状況 

（２）教育内容等に関する実施状況 

（３）教育の実施体制等に関する実施状況 

（４）学生への支援に関する実施状況 

２．研究に関する実施状況 

（１）研究水準及び研究成果等に関する実施状況 

（２）研究実施体制等の整備に関する実施状況 

３．その他 

（１）社会との連携,国際交流等に関する実施状況 

（２）保健科学部附属東西医学統合医療センターに関する実施状況 

 

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化 

  １．運営体制の改善に関する実施状況 

  ２．教育研究組織の見直しに関する実施状況 

  ３．人事の適正化に関する目標 

  ４．事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

Ⅲ．財務内容の改善 

  １．外部資金その他自己収入の増加に関する実施状況 

  ２．経費の抑制に関する実施状況 

  ３．資産の運用管理の改善に関する実施状況 

 

Ⅳ．自己点検・評価及び情報提供 

  １．評価の充実に関する実施状況 

２．情報公開の推進に関する実施状況 

 

Ⅴ．その他の業務運営に関する重要事項 

  １．施設設備の整備・活用等に関する実施状況 

 ２．安全管理に関する実施状況 

 

 

 

「事業の実施状況」については、別添「平成１７事業年度（筑波技術大学平成 17 年 10 月１日～ 

平成 18 年 3 月 31 日）に係る業務の実績に関する報告書」を参照 
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Ⅵ．予算（人件費見積含む。）、収支計画及び資金計画 

 

 １．予算                           
（単位：百万円） 

 
区 分 

 

 
予算額 

 

 
決算額 

 

 
差 額 

（決算－予算）

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 船舶建造費補助金 

 施設整備資金貸付金償還時補助金 

 補助金等収入 

 国立大学財務・経営センター施設費交付金

  自己収入 

  授業料、入学金及び検定料収入 

  附属病院収入 

  財産処分収入 

  雑収入 

 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 貸付回収金 

 承継剰余金 

 旧法人承継積立金 

 目的積立金（旧法人承継積立金）取崩 

計 

 

１，２３６

０

０

０

０

９

１４２

７２

５４

０

１６

１１

０

０

０

０

 ０

１，３９８

 

１，２３６ 

０ 

０ 

０ 

１８ 

０ 

１４７ 

７９ 

５０ 

０ 

１８ 

２８ 

０ 

０ 

０ 

３３ 

１３８ 

１，６００ 

 

０

０

０

０

１８

△９

５

７

△４

０

２

１７

０

０

０

３３

１３８

２０２

支出 

 業務費 

  教育研究経費 

  診療経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 船舶建造費 

 補助金等 

 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

 貸付金 

 長期借入金償還金 

 国立大学財務・経営センター施設費納付金

計 

 

１，０１５

９６５

５０

３５９

９

０

０

１１

０

０

４

１，３９８

 

９１４ 

８７１ 

４３ 

４０４ 

９ 

０ 

１８ 

１１ 

０ 

０ 

４ 

１，３６０ 

 

△１０１

△９４

△７

４５

０

０

１８

０

０

０

０

△３８

 

２．人件費                                                      （単位：百万円） 

 
区 分 

 

 
   予算額    

 

 
   決算額    

 

 
差 額 

（決算－予算） 
 

人件費（退職手当は除く） 

 

９１８

 

９１０ 

 

△８

9 



 ３．収支計画                                                   （単位：百万円） 

 
区 分 

 

 
   予算額    

 

 
   決算額    

 

 
   差 額 

（決算－予算） 
 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   診療経費 

   受託研究経費等 

   役員人件費 

   教員人件費 

   職員人件費 

   一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収益の部 

 経常収益 

  運営費交付金収益 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料収益 

  附属病院収益 

  補助金等収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返補助金等戻入   

  資産見返寄附金戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

 臨時利益 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

 

 

１，３７６

１，３７６

１，２７８

１３０

４５

１

１８

７９２

２９２

５６

０

０

４２

０

 

１，３８０

１，３８０

１，２０３

３７

１５

３

５４

０

１

９

０

１６

７

０

０

３５

０

４

０

４

 

 

１，３７７ 

１，３５９ 

１，２１１ 

１５９ 

３８ 

３ 

１９ 

７００ 

２９２ 

９４ 

１ 

０ 

５３ 

１８ 

 

１，２８３ 

１，２６５ 

１，０６４ 

５３ 

２４ 

４ 

５１ 

１１ 

３ 

８ 

０ 

２０ 

７ 

１ 

１ 

１８ 

１８ 

△９４ 

１３８ 

４４ 

 

 

１

△１７

△６７

２９

△７

２

１

△９２

０

３８

１

０

１１

１８

 

△９７

△１１５

△１３９

１６

９

１

△３

１１

２

△１

０

４

０

１

１

△１７

１８

△９８

１３８

４０
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 ４．資金計画                                                 （単位：百万円） 

 
              区  分                

 

 
   予算額    

 

 
   決算額    

 

 
   差 額 

（決算－予算） 
 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

   授業料・入学金及び検定料による収入 

   附属病院収入 

  受託研究等収入 

  補助金等収入 

  寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前年度よりの繰越金 

 

 

１，４２５

１，３３４

５９

４

２８

 

１，４２５

１，３８８

１，２３６

７１

５４

１

０

１０

１６

９

９

０

０

２８

 

 

１，７７５ 

１，２１４ 

３８ 

２６ 

４９７ 

 

１，７７４ 

１，４３０ 

１，２３６ 

９４ 

５０ 

３ 

４ 

２５ 

１８ 

０ 

０ 

０ 

０ 

３４４ 

 

 

３５０

△１２０

△２１

２２

４６９

 

３４９

４２

０

２３

△４

２

４

１５

２

△９

△９

０

０

３１６

 

 

Ⅶ．短期借入金の限度額 

該当なし 

  

Ⅷ．重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

該当なし 

 

Ⅸ．剰余金の使途 

区  分 取 崩 額 使途概要等 

旧法人承継積立金 63,480,089 退職手当相当額 

旧法人承継積立金 74,533,310 平成 17 年度上半期剰余金

旧法人承継積立金 

取崩額 

計 138,013,399  
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Ⅹ．その他 

１．施設・整備に関する状況 

施設・設備の内容 決定額（百万円） 財        源 

 

大学会館等屋上防水改修工事 

総額 

15 

国立大学財務・経営センター施設

費交付金 (15) 

 

２．人事に関する状況 

「Ⅱ．業務運営の改善及び効率化 ３．人事の適正化に関する目標」を参照 

 

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

（１）運営費交付金債務の増減額の明細 

（単位：百万円） 
 
             当期振替額               

 
  

 
交付年度 

 

 

 
   

 
期首残高 

 

 

 
 

交付金当 
期交付金 

 

 

 
運営費交
付金収益

 

 

資産見返

運営費交

付金 

 
資本 
剰余金 

 

 
 

小計 

 

 
  

 
期末残高 

 

 

 

１７年度 
 

 

        0 
 

 

      1,236 
 

 

    1,064

 

 

      22

 

 

        0

 

 

    1,086 
 

 

       150 
 

 

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 

①平成１７年度交付分 

（単位：百万円） 
 

区  分 

 

金 額 

 

内     訳 

 
運営費交付

金収益 

 
1,030 

 
 
資産見返運

営費交付金 

 
22 

 
 
資本剰余金 

 
        0 

 
期間進行基

準による振

替額 
 
 
 
 
 
 

 

 
計 

 

 
1,052 

 

 
①期間進行基準を採用した事業等：成果進行基準及び費用進

行基準を採用した業務以外の全ての業務 
②当該業務に関する損益等 
 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：1,030 
 (業務費：947、一般管理費：82、その他の経費：1) 
 ｲ)固定資産の取得額：建物17、工具器具備品1、図書4 
③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 学生収容定員が一定数（85％）を満たしていたため、期間

進行業務に係る運営費交付金債務を全額収益化。 

 
運営費交付

金収益 

 
34 

 
 
資産見返運

営費交付金 

 
0 

 
 
資本剰余金 

 
0 

 
費用進行基

準による振

替額 
 
 
 
 
   

 
①費用進行基準を採用した事業等：退職手当 
②当該業務に係る損益等 
 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：34 
 (退職手当：34) 
 ｲ)固定資産の取得額：0 
③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務３４百万円を収
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 計 34 益化。 

国立大学法

人会計基準

第77第３項

による振替

額 

 
 
 
 

 

 
0 

 
 

 

 
該当なし 
 
 

 

 

合計 
 

 

 
 

 

1,086 
 

 

 
 

 

（３）運営費交付金債務残高の明細 

（単位：百万円） 
 

交付年度 

 

運営費交付金債務残高 

 

残高の発生理由及び収益化等の計画 

 

期間進行基準

を採用した業

務に係る分 

 

 

0 

 

 

 

該当なし 

 

 

費用進行基準

を採用した業

務に係る分 

 

 

150 

 

 

退職手当 

・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。

 

 １７年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

150 

 

 

 

 

 

ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人等 

 １．特定関連会社 

 

特定関連会社名 

 

代表者名 
 

該当なし 
 

 

                  
 

  

２．関連会社 

 

関連会社名 

 

代表者名 
 

該当なし 
 

 

 
 

 

 

３．関連公益法人等 
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          関連公益法人等 

 

代表者名 
 

該当なし 
 

 
 

 

 

 

（注）本事業報告書中の記載金額は表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。 
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